
議第１４８号 公の施設の指定管理者の指定について 

 

１ 趣旨 

老人福祉センター（呉市老人福祉センター安浦内海会館）の指定管理者を地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，あらかじめ呉市議会の

議決を経て，指定しようとするものです。 

                                  

２ 公の施設の概要 

  老人福祉センター（全４施設）のうちの１施設を対象とするものです。 

施  設  名 呉市老人福祉センター安浦内海会館 

施設所在地 呉市安浦町中央北２丁目６番３２号 

設置年月日 昭和５７年６月３０日 

設 置 目 的 老人福祉の増進を図るための施設として設置する。 

設 置 条 例 呉市老人福祉センター条例 

施設規模等 敷 地 面 積 ９９６．２６㎡ 

延 べ 面 積 ６３６．８８㎡ 

構造・階数 鉄筋コンクリート造，３階建て 

主 要 施 設 集会室，和室 

利 用 状 況 

 

利用者数 令和３年度 ５，２５２人 

令和４年度 ６，６８２人 

令和５年度 ６，９５２人 

指定管理業

務に係る主

要な決算の

状況 

 

令和５年度 

【呉市分】 

  歳入                    ４０千円 

使用料収入                ４０千円 

  歳出                １０，５８０千円 

   指定管理料             ２，３１９千円 

需用費（修繕料）          １，７３１千円 

需用費（光熱水費）           ９５４千円 

工事請負費             ５，５７６千円 

【指定管理者分】 

  収入                 ２，３１９千円 

  支出                 ２，３１９千円 

 ※指定管理者の収支決算詳細については，別添「指定管理業務収支状況報

告書」（参考資料１）を参照 

指定管理実

績 

平成２７年４月１日～令和２年３月３１日 公益社団法人呉市シルバー人

材センター 

令和２年４月１日～令和７年３月３１日 公益社団法人呉市シルバー人材

センター 

 



３ 指定管理者の業務の範囲 

 (1) 施設の維持及び管理に関する業務 

(2) 次に掲げる事業に関する業務 

ア 老人の生活及び身上等に関する相談 

  イ 老人の機能回復訓練 

  ウ 老人の健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の提供 

  エ その他老人福祉に必要な事業 

(3) 老人福祉センター（呉市老人福祉センター安浦内海会館）の使用の許可に関する業務 

(4) 上記の業務に付随する業務 

 

４ 指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 団体（候補者）の概要 

団 体 名 公益社団法人呉市シルバー人材センター 

団体所在地 呉市伏原１丁目４番２５号 

代表者氏名 代表理事 荒井 和雄 

設 立 目 的 定年退職者等の高年齢退職者（以下「高齢者」という。）の希望に応じ

た臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自

己の労働能力を活用し，自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢

者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに，高齢者の能力を生かし

た活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

事 業 概 要 (1) 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽

易な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高齢者のた

めに，これらの就業の機会を確保し，及び組織的に提供すること。 

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就

業（雇用によるものに限る。）を希望する高齢者のために，職業紹介事

業又は労働者派遣事業を行うこと。 

(3) 高齢者に対し，臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係

る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

(4) 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係

る就業を通じて，高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るた

めに必要な業務を行うこと。 

(5) 前４号に掲げるもののほか，高齢者の多様な就業機会の確保及び地域

社会，企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な業務を行

うこと。 

(6) その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

役 員 理 事 長 荒 井  和 雄 

副理事長 行 友  紀 子 



 常務理事 平 川  康 男 

理  事 佐 藤  正 則  土 本  敏 明  福 光  一 美   

小早川 和子  奥 村  和 広  三 好  博 子 

伊 藤  春 子  竹 本  康 彦  新 川  光 宏 

川 森  直 幸  久 野  満 美  富 永  憲 治 

狩 山  満 香 

監  事 佐 竹  保 治 

決    算 令和５年度 

収入  ３１９，０２５千円 

支出  ３１５，０６５千円 

 

６ 団体（候補者）から提出された事業計画書の概要 

管理運営上

の基本方針 

(1) 老人福祉センターを地域老人の教養の向上，世代間交流，健康・福祉

の増進等地域のコミュニティセンターと位置付け，地域住民の自主活動

の場として効果的に管理運営していく。 

(2) 当団体の安浦連絡事務所としての機能を持たせ，会員がこれまで培っ

てきた経験や技術・能力を生かし，高齢者の生きがいづくりと社会参加

を促進するための拠点としての役割を果たす。 

管理運営体

制 

会員のほか，当団体の安浦連絡事務所との連携・協力により，平日８時

３０分から１７時１５分までの開所体制として管理運営を行う。 

施設の維持

管理 

防火，盗難予防等の管理に万全を期するとともに，維持修繕を適切に行

う。 

利用促進の

取組 

地元各団体の広報誌・回覧板への掲載を働き掛け，認知度の向上を図る

とともに，地域老人の趣味・交流の場，地域団体の活動拠点として，施設

のニーズに沿った利用促進に努める。 

経費縮減の

取組 

 日常から小さな無駄の節約を積み重ねることにより経費を削減し，利用

者の協力を得ながら，光熱水費の縮減に努める。 

 

７ 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画 

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料２）のとおり 

 

８ 選定の理由 

当該施設については，地域老人の福祉の増進等を図ることを目的とする施設であり，地

域において高齢者の就業援助事業等を実施し，地域の実態を把握している公益社団法人呉

市シルバー人材センターが管理運営をすることが効果的であるため，公募を行わず同団体

を指定管理者の候補者として選定したものです。

 


